
各圏域の地域医療構想調整会議の開催状況について 

 

○ 令和２年末から令和３年２月にかけて、各医療圏で書面開催した地域医療構想調整会議で出された主な意

見等は次のとおり。 

○ 会議事項は、「地域医療構想について」、「医療計画への「新興感染症等の感染拡大時における医療」の追

加」、「外来医療計画及び医師確保計画の進捗状況」、「第８期高齢者プランの策定」 

【地域医療構想について】 

議題 意見 県の回答等 

構想 

地域医療構想の病床数の必要量（2025年の推

計値）は、新興感染症など突発的に医療需要が

増加した場合も想定しているのか。 

地域医療構想における将来の医療需要や

病床数の推計にあたっては、一般・療養病

床のみを対象としていたことや、中長期的

な人口減少・高齢化のトレンドを見込むこと

を目的としていたことから、新興感染症等

の突発的な医療需要の増加は想定してい

ませんでした。 

新興感染症等への対応を踏まえた、今後

の地域医療構想の推進については、これ

までの感染症法に基づく予防計画に加え

て、医療計画に「新興感染症等の感染拡

大時の医療」を追加し、機動的に対応を行

うことを前提に、病床数の必要量等の基本

的な枠組みは維持することとされました。 

一方で、目下の新型コロナウイルス感染症

への対応は、一般医療への影響も踏まえ

て、医療機関間の役割分担や連携策につ

いて、各圏域で協議等を行い、対応を行う

ことが必要と考えています。 

構想 

公立・公的医療機関には、 

① 不採算地域での一般医療の提供 

② 政策医療の不採算・特殊部門に関わる医療

の提供 

③ 高度・先進医療の提供 

④ 広域的な医師派遣の拠点 

が期待され、各種財政支援策が実施されてい

る。 

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの経

験を生かして、公立・公的医療機関及び民間病

院の機能の再分化に応じた、財政支援策の措

置を検討していくべき。 

構想 

病床機能の解釈について、共通認識の下で病

床機能報告を行う必要がある。例えば急性期病

床など、既に病床数の必要量に対して過剰であ

るにもかかわらず、増加している地域もあり、そ

のことが既得権とならないか懸念。各地域で

は、病床機能報告上の現状と病床数の必要量

の関係を踏まえた調整をすべき。 

各医療機関の機能に応じ、医療の提供方

法は様々であることから、単純に病床機能

報告上の４機能について、事後的に確認を

行うのでは、医療機能の分化・連携は進ま

ないと考えています。 

そのため、各医療機関には医療機能の転

換を計画している場合、保健福祉事務所に

事前にご連絡いただくよう、依頼させてい

ただいています。 

連絡があったものについては、内容に応

じ、調整会議で協議を行い、医療機関の役

割や医療ニーズに応じた適切な病床機能

の選択となるかを検討する他、機能転換を

図るために、地域医療介護総合確保基金

を活用した、医療機関の取組支援を行って

まいります。 

構想 

県は、回復期病床に入院されるべき患者はどの

病床群で対応が行われていると認識している

か。それが急性期病床であれば、県としての誘

導等の対応を考えているか。 

   



構想 

高齢化と孤立化が進むへき地でこそオンライン

診療の有益性は増す。県立阿南病院と圏域南

部の診療所（町村）が一致協力して地域医療連

携推進法人のような形態を確立し、医療の質と

効率の最適化を目指すことが必要 

このような連携体制を構築するため、調整

会議を活用することが必要と考えていま

す。県としては、調整会議での協議の結

果、地域医療連携推進法人の活用が必要

であれば、その実現について、対応を行う

他、情報連携を図るための体制の構築や、

医療資源の少ない地域での、医療提供の

方策について、地域医療介護総合確保基

金を活用した支援を検討してまいります。 

構想 

病床機能報告結果と病床数の必要量との乖離

は未だ大きい。国から改めて具体的工程が示さ

れた後は、地域医療構想の達成に向け、県に

おいてイニシアチブをとって議論を進めていただ

きたい。 

県としては、分析データの提供や地域医療

介護総合確保基金を活用し、地域医療構

想調整会議の協議のもと、医療機関の自

主的な取組を支援してまいります。 

構想 今後オンライン会議等も検討してください。 
調整会議の開催は、オンライン会議など柔

軟に対応します。 

 

 
担当（医療計画制度・地域医療構想に関すること） 

 医療政策課 企画管理係         



【医療計画への「新興感染症等の感染拡大時における医療の追加」について】 

議題 意見 県の回答等 

新型コロナ 

長期的には、医療機能の分化・連携は必須。そ

の上で今回のような新興感染症の感染拡大時

には、各医療機関に数床ずつの感染症病床を

分散させるのではなく、専門の医療機関に集約

した方が合理的 

新型コロナウイルス感染症への対応につ

いては、圏域ごと保健所や医師会、医療機

関等による協議の枠組みの中で関係者間

の役割分担や連携を図りながらご尽力い

ただいていることに感謝を申し上げます。

また、第３波による新型コロナ感染者急増

の折には、緊急的な受入病床の拡充にご

協力いただき改めて御礼申し上げます。 

 

今般、国から医療計画の記載事項に「新興

感染症等の感染拡大時における医療」を

追加する方針が示されたことから、県とし

ては、今後国が示す計画策定の基本方針

や作成指針等を踏まえ、次期医療計画

（2024～2029年度）の策定に併せて検討し

てまいりたいと考えています。 

 

新興感染症に関し、今回の新型コロナウイ

ルス感染症の例では、医療機関の皆様の

多大なご協力のもと、入院が必要な患者に

入院医療を提供できた一方で、受入病院

で感染者が発生した場合等のリスク分散、

感染症専門人材の確保、新型コロナが治

癒した後の転院や一般病棟への円滑な移

行などの課題もあったと現時点では考えて

おり、引き続き、地域の実情に応じた医療

機関等の役割分担の明確化や相互の連

携体制の強化を進めていくことなどが重要

と考えています。 

 

計画の策定にあたっては、今回の新型コロ

ナウイルス感染症の経験をしっかり検証す

るとともに、これまでの医療計画策定と同

様、関係者の皆様のご協力を得ながら、丁

寧に策定作業を進めてまいりたいと考えて

います。 

新型コロナ 

民間病院の受け入れが少ないとの指摘がある

が、医療行政上、公立・公的医療機関と民間医

療機関の機能は異なる。パンデミックになって

から泥縄式に財政措置を講じて民間病院に患

者の受け入れを迫っても、そのような機能を担う

ことを期待されていないのだから、受け入れ困

難になることは自明の理 

新型コロナ 

今後発生し得る新興感染症の対応について、

公立・公的に加えて民間医療機関の役割も具

体的に示すことが必要 

新型コロナ 

現行の感染症法等の範囲内で、入院調整、検

査体制等に関して、公立・公的・民間病院、個人

医院が連携した非常時の体制構築や、感染警

戒レベルに対応した医療機関、保健所、市町村

の情報連携による支援体制など、地域医療構

想調整会議で検討していくことが必要 

新型コロナ 

一般病床をゾーニングして受入病床へ転床する

だけでは、休床の発生により一般病床が不足す

る。感染症床を単純に増床することは困難であ

り、転床し易い形態の整備も必要 

新型コロナ 

疑似症の定義に当てはまらなくとも、疑い事例

は多数あり感染症指定医療機関や三次医療機

関への搬送となった。受入医療機関への負荷

が課題となるため、病床だけでなく救急の受け

入れ体制整備が必要 

新型コロナ 
「新興感染症への対応は、第８次医療計画から

盛り込む」とあるが、前倒しした対応が必要 

新型コロナ 

特定の施設である程度の患者を受け入れ、各

施設から医療スタッフが応援に行く方が効率

的。県の事業として感染症対策に精通した人材

を育成し、ＤＭＡＴのように各圏域で複数のクラ

スター対策班を組織できるようにするべき。 

新型コロナ 

行政が強力なリーダーシップを発揮することや

財政支援を前提に、次の取組が必要 

「①保健所機能の強化：職員の増員、感染症対

策・予防に特化した保健所の新規設置」「② 平

時の一般医療と緊急時の感染症医療が両立す

る体制構築のため、医療圏の全ての病院の機

能・役割分担を決定し、感染症専門の人材確

保・養成 

③ 重症難治性感染症専門病院の設置 

担当（新興感染症等の医療体制に関すること) 

 感染症対策課                



【医師確保計画の進捗状況について】 

議題 意見 県の回答等 

医師確保 

自治医大卒業医師は、配置先が固定化さ

れているため、医師少数区域への配置に

ついて柔軟な対応を希望 

現状、自治医大卒医師が配置されている、へき地

病院等における診療の継続性の観点や自治医

大卒医師の義務等を考慮し、今後も適切に配置

をしてまいります。 

医師確保 

修学資金貸与医師と自治医大卒医師とに

分けて配置要望を出す形となっているが、

一本化した方が実情を反映しやすい。 

修学資金貸与医師と自治医大卒医師については

役割に違いがあるため、一本化は現状では困難

と思われます。 

医師確保 
派遣される医師本人が、どのような医療を

派遣先で実践したいのかの情報も欲しい。 

派遣される医師の情報（実践したい医療等）の外

部提供については、今後検討してまいります。 

医師確保 

具体的な配置が決定される前に、事前協

議の機会を設けたほうが地域の実情に沿

った配置が可能になるので、検討してほし

い。 

修学資金貸与医師、自治医科大卒医師の勤務

先に関しては、主に本人の希望や病院のニーズ

を基本とし、医師少数区域等にも配慮して、地域

医療対策協議会をはじめとする関係者と事前協

議を経て決定しています。 

医師の数が限られているため、全ての病院のニ

ーズに応えることは、現実的に難しい部分はあり

ますが、地域の医療提供体制の維持に効果的な

配置先となるように引き続き努めてまいります。 

医師確保 

市町村ごとの医師偏在指標や各病院の常

勤医師の平均年齢を提示して頂きたい。こ

の指標も若手医師配置の一つの判断材料

に組み入れてはどうか。 

医師確保計画は、広域的な医療政策に関わるた

め、県全体及び二次医療圏単位の評価となって

いますので、市町村単位での医師偏在指標や各

病院の医師の平均年齢については国においても

作成されておらず、提示は難しいと思われます

が、医師配置については地域の実情を考慮し柔

軟に対応してまいります。 

医師確保 

地域医療人材拠点病院からの医師派遣に

よる効果はあったのか。（患者数、検査、手

術実績など）修学資金、自治医大卒、ドクタ

ーバンク関連の医師は当該地域に定着し

ているのか。 

平成 30年度から開始した地域医療人材拠点病

院支援事業は、平成 30年度に 2,690人・日（９病

院）であった医師派遣が、令和元年度には 2,914

人・日（10病院）と派遣日数は増加しています。 

修学資金貸与医師や自治医大卒医師は、大半

が信州大学の医局に所属しているため、当該地

域への定着は難しいですが、約７割の医師は県

内に定着している状況です。なお、ドクターバンク

関連医師については、約６割弱が県内に定着し

ている状況です。 

医師確保 

圏域内の役割分担を明確にし、診療・疾病

領域の棲み分けや連携体制の確立が必要

であり、そのうえで医師確保対策を検討す

るべき。 

二次医療圏域内での役割分担については、地域

構想調整会議の活用等により地域の関係者によ

る検討が必要と考えています。 

圏域ごとの医療提供体制を踏まえた医師確保対

策を実現することが理想ではありますが、まずは

医師の絶対数の確保に取り組んでまいります。 

 

 

 

担当（医師確保に関すること）       

 医師・看護人材確保対策課 医師係  



【外来医療計画の進捗状況、地域医療介護総合確保基金等について】 

議題 意見 県の回答等 

外来医療 

この取り組みで、不足する外来医療機能の可視

化や公表、及び新規開業者へ不足する外来機

能を担うことへの協力を求めることへ繋げていく

ことになるのか。 

国においては、外来医師多数区域につい

て、不足する外来医療機能の提供の確認

を求めることとしていますが、全県的に医

療資源の少ない本県においては、外来医

療体制の充実のため、何れの地域につい

ても、不足する外来医療機能の提供の確

認をお願いすることとしています。 

開業の際の確認だけでなく、ご意見をいた

だいた内容について、医師の確保や、病

院・診療所間の役割分担・連携の方策を協

議の場（地域医療構想調整会議）で対応し

ていくことが必要と考えています。 

外来医療 

地域で不足する外来機能で、初期救急や公衆

衛生に比較して在宅医療が少ない。もっと求め

られている外来機能を明確化し、連携などに関

する議論を活発化する必要がある。 

外来医療 

中山間地では新規の開業は困難な状況になっ

ている、病院勤務医が結果的に外来医療を担っ

ており、負担増となっていることを踏まえた議論

が必要 

外来医療 

人口減少が進む地域では、各医療機関に全て

の機器をそろえることなく、上手に連携できれば

合理的 

医療機器の共同利用については、共同利

用計画を策定した機器の特別償却が可能

となる税制上の優遇策が用意されていま

す。 

外来医療 
開業医に対する支援について、積極的にご検

討いただきたい。 

外来医療 
意向調査および医療機器共同利用について、

なんらかのインセンティブが必要 

外来医療 

地域で不足する外来医療機能である在宅医療

へ対応する診療所が少ないため、今後の在宅

医療の充実を考えたとき、何らかの対策が必要 

外来医療 

不足する外来医療機能の確認や共同利用の推

進は、医療資源が不足する地域では必要な取

組、更に推進してほしい。 

確保基金 
事業実施が秋以降となるため要望しにくい。新

年度に早々に実施できるように希望 

総合確保基金の事業募集については、国

において、追加募集を行う年度があり、そ

の場合は県でも追加の事業募集を行って

いるため、必要に応じ要望をいただければ

と考えています。 

また、総合確保基金の事業要望について

は、毎年秋に定期の事業募集を行ってい

ますが、これによらず、随時相談を受け付

けています。 

確保基金 
予算の執行状況により、追加申請もできるよう

にしてほしい。 

確保基金 
申請手続きの簡素化や制度周知を進めてほし

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当（外来医療計画・地域医療介護総合確保基金に関すること） 

 医療政策課 企画管理係         



【第８期高齢者プランの策定について】 

議題 意見 県の回答等 

介護 

感染症対策や、看取り、老人福祉圏域（二

次医療圏）の状況を加味した、を加味した

医療と介護の連携について対等の検討が

必要 

在宅医療・介護連携の推進にあたり、各老人福

祉圏域（二次医療圏）に検討の場を設け、地域

の実情に応じた課題の検討を行うよう第 8期高

齢者プラン（素案）に明記しているところです。 

介護 

・強化型在宅療養支援病院として地域包

括ケア病棟、訪問看護（介護）ST、老人保

健施設等での複合的な医療介護連携の取

り組みに対する評価と支援を希望 

・書類作成に拘らない ACP推進が望ま

れ、そのためには多職種による対象者情

報の持ち寄りと共有が必須で、そのための

システム整備を提案したい。 

在宅医療・介護の関係者、行政職員等の多職種

や県民を対象にした在宅医療・介護連携セミナ

ー等を通じて相互の理解を深めるとともに、地域

での情報共有ができる仕組みを検討してまいり

たいと考えています。 

介護 

「人生の最終段階におけるケアの充実と看

取りの支援」について高齢者数は、今後も

一定期間は伸び死亡者数の増加が見込ま

れる中で、在宅での看取りの増加は必要

だと思います。訪問看護の充実が、在宅

（自宅）における看取りの増に大きくかかわ

ると思うので、訪問看護の利用状況を目標

に入れたらいかがでしょうか。 

引き続き、在宅での看取りを実施する医療機関

や訪問看護ステーション等に従事する人材を育

成します。また、訪問看護の充実は必要だと考

え、第８期高齢者プラン（素案）において、訪問看

護ステーションの看護師数の増加を目標に盛り

込んでいます。 

訪問看護の見込み量を勘案し、訪問看護師の増

加を目標とします。 

介護 

在宅看取りの割合が全国６位であることは

驚きです。日常の診療ではそれ程多い実

感はないので、他の県等はもっと少ないの

でしょうか。 

在宅の看取りとしているのは、自宅及び老人ホ

ームでの看取りの合計で、その割合が全国で上

位となっています。 

介護 
在宅医療体制の整備やターミナルケア・看

取りの体制づくりが課題 

在宅医療を担う医療機関の体制整備や人材育

成等を支援するともに、介護老福祉施設(特別養

護老人ホーム）等の施設において、入所者を最

期までケアできるよう研修を実施することで看取

りへの理解を促進するとともに、看取り等のため

の個室の整備を支援することを第 8期高齢者プ

ラン（素案）に盛り込んでいます。 

介護 

①身体疾患・認知症などを意識した「予防

や初期対応、重症化防止」について盛り込

んだらどうか。②関係者の範囲が曖昧なの

で加筆したらどうか。【目標】例えば、住み

慣れた地域で安心して暮らせるためには、

医療と介護の連携が重要です。予防から

初期診断・初期医療、重症化の防止など、

関係機関が切れ目なく支援できる在宅療

養支援体制の整備と、多職種連携による、

より有機的なサービス提供を推進します。

【施策の方向性】例えば、２地域のおける

医療と介護の連携の強化◆地域包括ケア

による行政、医療、介護、地域支援者など

関係者間の情報共有の充実 

目標については、いただいた意見を参考に、検

討したいと考えています。 

施策の方向性については、第 8期高齢者プラン

（素案）において、在宅医療・介護連携に盛り込

んでいます。 

介護 

高齢者のみを対象とした支援計画となって

いる。障害者支援が脆弱のため成人した

障害者の介護のため老親が自宅でめんど

障がい者施策については、平成 30年に策定し

た「長野県障がい者プラン 2018」に基づき各種

の取組を推進しています。その中で、障がい者と



うをみている例が多い。若年、 学童障害

者も同様である。富山モデルと呼ばれる共

生型（高齢者も障害者も一つの施設で支

援を受ける）施設の導入を真剣に取組んで

ほしい。限られた人材を高齢者だけでなく

障害者へも活用すべきである。 

高齢者が同一の事業所でサービスを受けること

のできる共生型サービス事業所の整備など、多

様なニーズに対応したサービスが提供できる包

括的な支援体制づくりに向けて、市町村等関係

機関と連携しながら取組を進めているところで

す。 

参考）共生型サービス事業所の指定状況

（R2.3.31現在）：490事業所 

介護 

障害(がい)者を含め在宅医療は年令に関

係なく医療提供体制が必要です。一般臨

床医(開業医)が対応できない事例では、二

次医療機関の明確な連携体制が必要で

す。歯科においても二次医療機関におい

て、人員や設備、診療体制の充実をお願

いします。 

患者の急変時に、在宅医療を行う関係機関が

24時間サポートを行う体制の整備を促進すると

ともに、入院機能を有する医療機関が在宅患者

を円滑に受け入れることができる体制の整備を

支援してまいります。 

・また、摂食嚥下機能障がいや様々な合併症を

有する者への在宅歯科口腔医療の提供につい

て、歯科診療所と歯科・歯科口腔外科設置病院

との連携を推進することを盛り込んでいます。 

介護 

へき地における高齢者の訪問診療・訪問

介護等の在宅医療提供は、交通や時間の

面で労力を要し、職員の負担は増大してい

る状況です。助成を含め、これまで以上に

多方面からの厚い支援をお願いします。 

中山間地域を抱える市町村における在宅介護サ

ービス提供の維持確保を支援するよう、第 8期

高齢者プラン（素案）に盛り込んでいます。 

また、へき地医療拠点病院及びへき地診療所の

運営費の補助を継続する等、へき地における医

療提供体制の支援を行います。 

介護 

在宅医療の推進は必要なことではあります

が、現状では現場の負担が過大です。更

なる御支援をお願いします。介護医療院

は、新築で試算すると採算が厳しく、何ら

かの財政支援がないと難しいと思います。 

転換に係る新施設の建設、建替え及び既存施

設の屋内改修に係る経費について補助し支援し

ます。 

介護 

介護情報の一元管理、特に上伊那で共通

のシステムを用いた Dx化について構想は

ありますか？ 

情報共有システム導入については、地域医療介

護総合確保基金を活用した支援が可能です。地

域の実情に合わせて、ご検討いただきたいと考

えています。 

介護 
医師の少ない地域では、在宅医療体制の

更なる整備・強化は容易でない。 

昨年度に策定した「医師確保計画」では、医師少

数区域において、基幹病院と連携した医師確保

策や、特定の在宅医療等の診療領域の持続的

な提供体制の確保を医療圏の目標として定めま

した。同計画に基づき、信州大学や県内医療機

関・団体と連携して、医師少数区域等に対する

重点的な医師確保対策を行ってまいります。 

介護 

在宅医療、介護サービス提供等に係る人

材確保の現状と対策への言及、並びに施

策の方向性として地域医療構想と連携した

取組といった視点も必要ではないでしょう

か。 

高齢化や身近な場所でケアを受けたいニーズに

応じ、県では、特定行為看護師や排せつケア、

褥瘡管理等の認定看護師を増やしていく取組を

行っています。また、高齢者プラン（素案）におい

ては、医療・介護共通の課題として、取り組むも

のと盛り込んでいます。 

 
担当（高齢者プランに関すること）       

 介護支援課 計画係             


